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判例 INDEX

本書の特長

目　　次

好評
発売中！

『判例ＩＮＤＥＸ　被害者の素因別に見る素因減額300判例』
『判例ＩＮＤＥＸ　犯罪類型別に見る刑事高裁破棄判決』
『判例ＩＮＤＥＸ　侵害態様別に見る医療事故　300判例の慰謝料算定』
『判例ＩＮＤＥＸ　侵害態様別に見る労働事件　300判例の慰謝料算定』
『判例ＩＮＤＥＸ　侵害態様別に見る名誉毀損・プライバシー侵害　300判例の慰謝料算定』

Ⅰ　神経・精神障害
１級／２級／３級／４級／５級／６級
／７級／８級／９級／10級／11級／
12級／14級／その他
Ⅱ　上肢・下肢障害
２級／３級／４級／５級／６級／７級
／８級／９級／10級／11級／12級／
13級／14級

Ⅲ　醜状障害
６級／７級／８級／９級／12級／14級
／その他
Ⅳ　その他
６級／８級／９級／10級／11級／12級
／14級／その他
認定額別索引

後遺障害別に見る

交通事故 慰謝料
A5判・376頁　定価：本体3,200円＋税

第一法規「判例体系」編集部［編集］ 伊藤  進 明治大学名誉教授［編集協力］

◆交通事故事件における慰謝料算定事例300判例
　を厳選し、後遺障害別に整理！
◆判決文を読まずに、慰謝料認定額と事故による
　被害態様・後遺障害、認定額の算定根拠等がす
　ぐに確認できる！
◆本書で初期調査、『D1-Law.com判例体系』へ
　のリファレンス（判例ID記載）から詳細調査と
　効率的な調査が可能に！

慰謝料調査で最初に手にする
後遺障害別判例インデックス情報！
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4 級

Ⅱ　上肢・下肢障害

仙台地裁平成 24年 6月 28日判決［28182611］
◆自保ジャ 1883 号 123 頁

〔一部認容、一部棄却〕

認定額（請求額） 2494 万円（2494 万円）

被 害 者 職業不明（男・52 歳）

事故態様
交差点の横断歩道上を歩行中の被害者に、加害者車両が衝突した

もの　

被害態様

両足関節脱臼骨折、右第 2・3・4中足骨骨折等

入院実日数 141 日　通院実日数 24 日（入通院総日数 542 日）

【後遺障害】四肢の機能障害　3級 3号

算定根拠

▶傷害慰謝料 294 万円：被害者が本件事故による傷害の治療のた

め、入通院総日数 542 日を要しており、複数箇所を骨折し、3度

にわたる入院治療を受けたことを考慮

▶後遺障害慰謝料 2200 万円

福岡高裁那覇支部平成 23年 11月 8日判決［28210030］
◆自保ジャ 1884 号 75頁

〔一部認容、一部棄却（58号）、棄却（93号）〕

認定額（請求額） 2410 万円（2470 万円）

被 害 者 医学部 2年生（女・29 歳）

事故態様 加害者車両が前方の被害者車両に衝突したもの　

被害態様

右上腕骨骨折、右下腿骨骨折

【後遺障害】右下腿切断（5級 5号）、右肩関節機能障害（12 級 6 号）、

骨盤変形障害（12 級 5 号）の併合 4級

算定根拠

▶傷害慰謝料 410 万円：被害者は本件事故により 748 日間入院し、

35 日間通院したところ、その傷害が極めて重篤であることを勘案

▶後遺障害慰謝料 2000 万円：被害者は本件事故により併合 4級

の重篤な後遺障害を負ったこと、症状固定まで約 2年にもわたる

長期の入院と数次の手術を余儀なくされ、症状固定後も幻肢痛に

苦しんだこと、長期間にわたって大学医学部を休学せざるを得ず、

学業及び将来の資格取得に多大なる影響を受け、より一層の精神

的苦痛を被っていることに加え、加害者が本件事故の態様につい

て事実に反する主張をして責任を回避しようとする対応に終始

し、これにより被害者が更なる精神的苦痛を被ったことが窺われ

ることを勘案

上 下 審
第一審： 【205】那覇地裁平成 23 年 3 月 31 日判決 / 自保ジャ 1884

号 84 頁［28210031］〔一部認容、一部棄却〕

４級
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Ⅱ　上肢・下肢障害

11 級

大阪地裁平成 24年 9月 14日判決［28210685］
◆交通民集 45巻 5号 1151 頁

〔一部認容、一部棄却〕

認定額 759 万円

被 害 者 タクシー運転手（男・症状固定時 51 歳）

事故態様

停車していたタクシーの右前ドア側から乗車しドアノブを掴んで

いた原告の右手指に、タクシー右側を走行した被告中型貨物自動

車の荷台左後部ボルトが衝突

被害態様

右中指切断、右環指開放骨折、右第 2中手骨開放骨折等

入院 158 日　実通院日数 112 日

【後遺障害】併合 11 級

・右中指の機能障害：1手の人差指、なか指又はくすり指の用を

廃したもの（12 級 10 号）

・右中指に残存する知覚脱失等の神経症状：局部に頑固な神経症

状を残すもの（12 級 13 号）

・右示指に残存する知覚脱失等の神経症状：局部に神経症状を残

すもの（14 級 9 号）

算定根拠

▶入通院慰謝料 294 万円

▶後遺障害慰謝料 465 万円：右示指の機能障害は、程度は低いも

のの残存していること自体は明らかであるうえ、仮に「母指以外

の 2 の手指の用を廃したもの（10 級 6 号）」に該当したうえに、

右中指に残存する知覚脱失等の神経症状が「局部に頑固な神経症

状を残すもの（12 級 13 号）」にも該当することとなれば、結果的

に併合 9級ともなる可能性すらあることも考慮

横浜地裁平成 24年 9月 28日判決［28210070］
◆自保ジャ 1885 号 76頁

〔一部認容、一部棄却〕

認定額（請求額） 670 万円（960万円）

被 害 者 図書館非常勤職員（女・37 歳）

事故態様 道路の左端を歩行していた被害者に、加害者車両が衝突したもの　

被害態様

骨盤骨折、右前頭蓋底骨折、頭部外傷、左足関節捻挫

入院 86 日　通院実日数 29 日

【後遺障害】右股関節の可動域制限（12 級 7 号）、骨盤骨折後の骨

盤骨の変形障害（12 級 5 号）、右下肢の短縮（13 級 8 号）、膝痛（14

級 9 号）、左足関節・踵部の痛み（14 級 9 号）の併合 11 級

算定根拠

▶傷害慰謝料 250 万円：被害者は本件事故により、症状固定まで

86 日間入院し、約 1年間通院し、その間に 2度の手術を受けるな

ど、大きな苦痛を被ったこと、本件事故は加害者の一方的な過失

によって生じたもので、被害者には何ら落ち度がないことなどの

事情を考慮して、250 万円

▶後遺障害慰謝料 420 万円　
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Ⅰ　神経・精神障害

2 級
東京地裁平成 25年 12月 6日判決［28221442］
◆自保ジャ 1915 号 1頁

〔一部認容、一部棄却〕

認定額（請求額） 3090 万円（6237 万円）

被 害 者 主婦（女・72 歳）

事故態様
横断歩道が設置されていない交差点を歩行横断中の被害者に加害

車両が衝突

被害態様

外傷性脳内血腫、左下腿骨骨折、左下腿コンパートメント症候群、

右踵骨骨折、骨盤骨折等

実通院日数 6日

【後遺障害】頭部外傷に伴う精神・神経系統の障害　 2級 1号

算定根拠

▶入通院慰謝料 320 万円：被害者の入院期間及び本件事故と相当

因果関係のある実通院日数等に照らし、320 万円

▶後遺症慰謝料 2370 万円

▶被害者の夫の慰謝料 200 万円：被害者の夫は、本件事故当時、

障害を有し、被害者と同居してその介護を受けていたものであり、

本件事故により、被害者の死亡にも比類すべき大きな精神的損害

を被ったことから、200 万円（平成 21 年 11 月 17 日死亡により、

被害者及び被害者の子らが相続）

▶被害者の二女及び二女の夫（養子）固有の慰謝料各 100 万円：

被害者の二女及び二女の夫は、本件事故当時から現在まで原被害

者と同居し、今後も被害者を介護する必要があり、本件事故によ

り、被害者の死亡にも比類すべき大きな精神的損害を被ったこと

２級 から、各 100 万円

▶被害者の長女固有の慰謝料否認：被害者の長女が被害者と同居

している事実は認められず、本件事故により、被害者の死亡にも

比類すべき大きな精神的損害を被ったとはいえないので、認めら

れない

後遺障害別に見る交通事故.indb   22-23 2019/11/13   17:52:50

Ⅰ　神経・精神障害

3 級

横浜地裁平成 25年 4月 25日判決［28213350］
◆自保ジャ 1904 号 26頁

〔一部認容、一部棄却〕

認定額（請求額） 2084 万円（3100 万円）

被 害 者 給与所得者（男・26 歳）

事故態様 道路を横断中の被害者に加害車両が衝突

被害態様

脳外傷（びまん性軸索損傷）、歯牙欠損等

【後遺障害】脳外傷に起因する身体性機能障害・高次脳機能障害（5

級）、顔面部の外傷による瘢痕（新政令に基づき 7級認定）、歯牙

欠損による歯牙障害（12 級）の併合 3級

算定根拠

▶傷害慰謝料 284 万円：被害者は本件事故により傷害を負い、

143 日の入院を余儀なくされ、退院後の通院期間は 504 日間であ

るから、284 万円

▶後遺症慰謝料 1800 万円：被害者の後遺障害が自動車損害賠償

保障法施行令別表第二の併合4級に該当すると認定されたことは、

当事者間に争いがなく、新政令では併合 3級に相当することなど

を総合考慮して、1800 万円　

大阪地裁平成 24年 8月 29日判決［28182325］
◆交通民集 45巻 4号 1009 頁

〔一部認容、一部棄却〕

認定額（請求額） 2000 万円（2450 万円）

被 害 者 高校生（事故当時）（男・症状固定時 19 歳）

事故態様

加害者運転の普通自動車が、東西に伸びる道路と交差点から南東

に分岐する道路とが交差する信号のない変則丁字路交差点を右折

しようとしたところ、交差点内において、直進してきた被害者運

転の原付自転車と衝突

被害態様

前額部打撲、頭部外傷、脳挫傷、脳挫傷（疑）、急性硬膜下出血（疑）、

外傷性クモ膜下出血、急性硬膜下血腫

Ｂ病院入院日数 31 日、Ｂ病院通院実日数 25 日、Ｃ医療センター

通院実日数 5日、Ｄ歯科通院実日数 24 日

【後遺障害】3級 3号。高次脳機能障害の残存、一般就労が全くで

きないか困難な状態、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残

し、終身労務に服することができないもの。歯牙障害は後遺障害

に該当せず

算定根拠

▶傷害慰謝料 200 万円：傷害の程度、入通院期間、通院実日数に

照らす

▶後遺症慰謝料 1800 万円：後遺症の程度は重大であり、17 歳と

いう若年で同後遺症を負ったこと等本件事情を総合する。第三者

が救急車を呼んだことは認められるものの、到着は遅れず、慰謝

料増額事由に当たらない。訴え提起前の事情、訴訟経過において

加害者が後遺症の存否について争ったことは、不当ではなく、交

渉過程において慰謝料増額事由ではない

後遺障害別に見る交通事故.indb   46-47 2019/11/13   17:53:01

お客様よりお預かりした個人情報は、納品や請求書等の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、弊社
ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会、修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきましては、お
問合せフォーム（https://www.daiichihoki.co.jp/support/contact/contact.php）かフリーダイヤルにてご連絡ください。　フリーダイヤル　　TEL 0120-203-696　　FAX 0120-202-974 判IN交通（068924）　2019.11 HO

事務所名

第一法規ストア

本書収録中の判例には、
判例データベース
『D1-Law.com判例体系』の
判例IDを記載しています。
『D1-Law.com判例体系』を
ご契約の場合は、判決全文・
解説等をすぐに確認できます。

内容見本

被害態様、算定根拠等を簡
潔に整理。

より詳細な調査
の手掛かりとな
る上下審情報、
評釈情報も収録。

判例INDEX　犯罪類型別に見る刑事高裁破棄判決
判例INDEX　被害者の素因別に見る素因減額300判例
判例INDEX　後遺障害別に見る交通事故　300判例の慰謝料算定

判例INDEX　侵害態様別に見る医療事故　300判例の慰謝料算定
判例INDEX　侵害態様別に見る労働事件　300判例の慰謝料算定
判例INDEX　侵害態様別に見る名誉毀損・プライバシー侵害　300判例の慰謝料算定

定価3,520円（本体3,200円）
定価3,520円（本体3,200円）
定価3,520円（本体3,200円）
定価3,520円（本体3,200円）
定価3,520円（本体3,200円）
定価3,520円（本体3,200円）

［068924］

［069211］

［069229］

［065789］

［065854］

［062497］

交通事故事件での慰謝料認定額が
判決文を読まずにすぐ確認できる！
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